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平成

令和

18始期

終期

　健康保持として、はり、きゅう及びあん摩の施術を利用する方は、症状改善のため継続して利用する傾向
にある。全額自己負担では経済的負担が大きくなり、助成に対する市民のニーズも高い。合併を機に平成１
８年度から制度開始。

　40歳以上の島原市民
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補 助 金 交 付 の
対 象 （ 団 体 名 等 ）

実
施
期
間

　市民の健康保持及び増進を図るとともに経済的負担軽減を図る。
　18年度（事業開始）750円/回（上限年48回）
　24年度　700円/回　利用実績20,320回（上限年48回）
　25年度　500円/回　利用実績19,173回（上限年48回）
　28年度　　〃　　　利用実績15,265回（上限年36回）
　29年度　　〃　　　利用実績12,815回（上限年24回）
　30年度　　〃　　　利用実績13,075回（上限年24回）
　31年度　　〃　　　利用実績 8,619回（上限年12回）　R2年度から上限年18回
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要（現状、課題）、ま
たは交付団体の活
動目的、活動内容
など
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実施を義務付ける規定
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区分

①　団体等事業費
(千円）

補助金交付額(千円）

28

補助金の使途
についての特
記事項等

団体への補助ではなく、市民１人毎に現物給付である。

関 連 す る 市 勢 振 興
計 画 の 基 本 計 画
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根 拠 法 令 等 島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱

年度

事 務 事 業 評 価 票 [ 市 単 独 補 助 金 ] 2 年度令和

担当課 保険健康課

整理番号

1

補 助 金 （ 事 業 ） 名

7,633

7,633

会 費 等

市 補 助 金

補助金交付内容等

〈 積 算 基 礎 等 ）

・利用者は、申請に基づき利用券の交付を受け、市が指定を行った施術担当者で施術を受ける。
・施術に対し、１回あたり５００円を助成。
・４０歳～７５歳未満（後期高齢者医療被保険者は除く。）
　はり、きゅう及びあん摩による施術を対象とし、１日１回、年１８回を限度として助成
・後期高齢者医療被保険者
　あん摩による施術を対象とし、１日１回、年１８回を限度として助成
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4,310

年度の当該団体等の事業費の主な内訳  (市補助金が充当されていると思われるものから順に記載)  （単位：千円）
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

（ ）

備
考

⇒ -750

備　　考

鍼灸施術費等補助金

　市民の健康保持及び健康増進に効果的と思われる各種健（検）診、予防接種等他に優先すべき事業がある。県内他市の多
くが鍼灸施術費助成を保険者事業として実施している状況を勘案し、実施主体の変更を検討してほしい。

判　　　定

　対象者や補助内容、予算等について、継続して検討が必要。

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性
　他に重複する事業はなく、利用実績及び利用者アンケートからも一定の助
成希望はある。県内他市の多くは保険者事業として実施されている。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直し
の

総 合 評 価

判
　
定

　平成24年度（750円→700円）、平成25年度（700円→500円）と助成額の見
直し、平成28年度から回数の見直しも行っている。利用する年代は高齢者が
多く対象者年齢の引き上げを検討できる。

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

備　　考

見
直
し
の

方
向
性

　対象年齢及び年間利用回数の上限の見直し

判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題
　利用者は一部の高齢者に集中しており、事業の公平性が課題

　補助金として支出しているが、性質としては扶助費で予算措置すべきものを思われ、定期監査にお
いても見直すべきとの指摘があっている。

　市民の健康増進と施術費用の負担軽減を目的としており、意図した効果が
あがっている。

千円

休止･廃止の具体的方向性

判
定
理
由

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


